




四国地方公共工事品質確保推進協議会

（名称）

第１条 本会は、四国地方公共工事品質確保推進協議会（以下「協議会」という）と称する。

（目的）

第２条 本協議会は、現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を図るため、国、地方公共団体及び特殊法人等の各発注者が責務を果たすこと

を目的として、協力体制を強化し、情報交換を行うなど相互に緊密な連携を図り、発注者としての具体的な施策の検討、発注関係事務を適切に実施するための発注者支援の体

制づくりの検討を行うとともに地方公共団体等への支援等を行う。

（業務）

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する業務を行う。

（１）各発注者の発注関係事務の実施状況の把握

（２）発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整

（３）発注者共通の課題への対応や各種施策の推進

（４）地方公共団体等への発注関係事務の支援等及びその運営管理

（委員）

第４条 本協議会は、協議会の主旨に賛同する公共工事発注機関をもって構成する。

会 長：四国地方整備局長

幹事長：企画部長幹事会

愛媛県部会 部会長：愛媛県技術監
(H27.2.4発足) 代表事務所：松山河川国道事務所、松山港湾・空港整備事務所

大洲河川国道事務所

県部会

高知県部会 部会長：高知県土木技術監
(H27.2.5発足) 代表事務所：高知河川国道事務所、高知港湾・空港整備事務所

中村河川国道事務所

香川県部会 部会長：香川県土木部長
(H27.2.2発足) 代表事務所：香川河川国道事務所、高松港湾・空港整備事務所

徳島県部会 部会長：徳島県土整備部長
(H27.2.12発足) 代表事務所：徳島河川国道事務所、小松島港湾・空港整備事務所

四国地方公共工事品質確保推進協議会（略称：四国品確協）

設置要領

Ｈ２７第１回幹事会（H27.9.2）
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